
電力広域的運営推進機関の検証について

２０２０年７月１３日
資源エネルギー庁

資料４



１．電力広域的運営推進機関のこれまでの活動状況

２．電力広域的運営推進機関に追加される業務

３．電力広域的運営推進機関の検証について
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電力広域機関①需給ひっ迫時に
おける需給調整

◆需給ひっ迫時に電気事業者に対し
て電源の焚き増しや電力融通を指
示し、需給調整を行う。

◆各電気事業者の電力供給の計画
を取りまとめると共に、地域間連系
線の増強等に関する長期方針を策
定する。

電力広域的運営推進機関の創設
 2015年4月、送配電網の広域運用の司令塔として、電力広域的運営推進機関（電
力広域機関）を創設。

 電力広域機関は、需給ひっ迫時における地域間の需給調整や地域間連系線等の増
強の推進を通じ、全国大での系統運用を進める。

広域系統長期
方針の策定

理事長：金本良嗣政策研究大学院大学客員教授
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①需給ひっ迫時における需給調整
 全国10の供給エリア単位で管理されている電力の需給状況や系統の運用状況を、広
域機関システムを使用して各供給エリアの中央給電指令所とリアルタイムで連携を行うこ
とにより24時間365日監視し、全国規模で一元的に把握。

 特定の供給エリアで需給が悪化又は悪化するおそれが生じた場合は、会員に対し電力
の融通や電源の焚き増しを指示し、電力の安定供給を確保。設立以来、計47回の融
通指示（2020年6月末時点）を実施。

東京
北陸

東北

関西 中部中国

北海道

四国九州

東京ＰＧ地域への電力融通指示
【2015年4月8日】 気温低下による需要増加
【2018年1月23~26日,2月1,2,22日】

強い寒気の影響による需要増加
【2019年9月10日】気温上昇による需要増加

四国電力地域への電力融通指示
【2015年9月26日】 気温上昇による需要増加
【2018年10月17~18日】 電源トラブルによる供給力低下

中部電力地域への電力融通指示
【2016年9月8日】送電線事故(電源脱落)による供給力低下
【2017年2月21日】送電線事故(電源脱落)による供給力低下
【2019年1月10日】

気温低下による需要増加とPV下振れによる供給力低下
【2019年9月10日】気温上昇による需要増加

【電力広域機関による需給悪化に伴う融通指示の実績】

関西電力地域への電力融通指示
【2018年7月18日】 気温上昇による需要増加

北海道電力地域への電力融通指示
【2018年９月７日～21日】胆振東部地震による供給力低下

電力広域機関

監視、指示

九州電力地域への電力融通指示
【2019年7月9日】 電源トラブルによる供給力低下
【2019年9月10日】気温上昇による需要増加

中国電力地域への電力融通指示
【2019年9月9日】 気温上昇による需要増加
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②地域間連系線等の増強
 従来、地域と地域を結ぶ連系線は、電力会社を中心とした事業者間協議によって整備
計画が決定され、事業者間の費用負担割合は非公開。

 現在は、電力広域機関が、以下の仕組みを主導。
 国の審議会等（東京中部間連系設備等）や発電事業者（東北東京間連系
線）からの要請等により、連系線等の増強等の検討を開始。

 学識経験者等による「広域系統整備委員会」での中立・透明な審議を経て、具体
的な整備計画や費用負担割合などを決定。

計画策定プロセスの流れ
※

※ 発電事業者等
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電力広域機関のこれまでの主な業務内容（2015年度～2019年度）

全国大での短期的・
中長期的な電力の安
定供給の確保

全国大での平常時・
緊急時の需給調整機
能の強化

電力系統の公平・公
正かつ効率的な利用
環境の整備

主な業務

 事業者が遵守すべきルールの策定

需給状況や系統運用の監視

 全国・供給エリアの需給バランスの把
握・評価

 供給計画取りまとめ、需給バランス評価、電源入札
 夏季及び冬季の電力需給検証【追加】
 大規模停電（ブラックアウト）の検証【追加】

主な取組

 広域機関システムを通じた発電や需要に関する計画管理
 全国の需給状況や系統の運用状況の監視

 送配電等業務指針の策定・変更

主な目的

 供給力・調整力の確保

 広域連系系統の整備  広域系統長期方針及び広域系統整備計画の策定
 一般負担の上限額の設定【追加】

 調整力公募
 需給調整市場の詳細設計【追加】
 容量市場の詳細設計【追加】

 系統アクセスに係る公平性の確保
 系統アクセス検討（接続検討に関する申し込みの受け付け等）
 系統情報の公表（系統の空容量等に関する情報）
 自然変動電源の出力抑制の事後検証【追加】

 系統利用の効率化・最大化  地域間連系線利用ルールの策定（間接オークションの導入）
 日本版コネクト＆マネージの検討・実施【追加】

需給状況の悪化時における、事業者への
指示

 需給ひっ迫時等の電力の融通指示
 焚き増し指示

 2015年4月の設立以降、電力広域機関は、その役割を着実に遂行するため、様々な
新たな取組を行ってきた。
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電力広域機関の職員数・支出の状況
 2015年4月の設立以降、電力広域機関の業務は増加傾向。これに伴い、2015年度
から2020年度の5年間で、
 事務局職員数は、135人から166人に増加（約23％増）
 予算規模（支出ベース）は、約27億円から約123億円に増加（約4.6倍）

（注１）派遣職員を除く。
（注２）派遣職員は12名。(2020年6月末）
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（注）2015年度～2019年度については決算、2020年度については予算。
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エネルギー供給強靱化法において電力広域機関に追加される主な業務
 昨今の電気事業を取り巻く災害の激甚化や再エネの普及に伴う系統制約等といった課
題を踏まえ、今後、我が国の電力系統は、レジリエンスを強化しつつ、再エネ大量導入
に対応した、次世代型の電力ネットワークへの転換が必要となっており、電力広域機
関の役割にも変化が求められている。

 2020年6月に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気
事業法等の一部を改正する法律（エネルギー供給強靱化法）においては、電力広
域機関の業務が追加された。

災害関係

①一般送配電事業者が作成する災害時連携計画の内容の確認

②災害復旧費用の相互扶助制度の運用

系統関係及び再エネ特措法関係
③広域系統整備計画の策定・国への届出。計画に位置づけられた地域間連系線等整備費用の一部への再エ
ネ賦課金方式の交付金等の交付

④FIT制度に関する交付金の交付

⑤今般新たに導入するFIP制度に関するプレミアムの交付

⑥太陽光パネル等の廃棄費用の積立金の管理
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（参考）強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業
法等の一部を改正する法律【エネルギー供給強靱化法】概要
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電力広域機関の検証について
 2015年4月、電力広域機関は、需給ひっ迫時における地域間の需給調整や地域間
連系線等の増強の推進を通じ、全国大での系統運用を進める組織として創設。

 創設から5年を経過する中、電力広域機関は、こうした役割を遂行するため、容量市場
や需給調整市場の導入、日本版コネクト＆マネージの実施に向けた検討などの新たな
業務にも積極的に取り組んできた。

 こうした中、今回の法改正に伴い、災害時連携計画の検討や災害復旧費用の相互扶
助制度の運用などの災害対応関連業務や、FIT・FIP制度、系統賦課金に係る業務
や太陽光発電設備の廃棄費用積立業務などの資金管理業務が新たに追加されるなど、
電力広域機関の役割そのものが拡大されることとなる。

 今後とも電力広域機関が担うべき役割を着実に遂行していくためには、同機関のこれま
での活動について、中立性や公平性の観点を含め第三者による検証を行い、評価・
総括を行った上で、その結果を踏まえて、同機関が求められる機能を果たせるよう、必
要な取組を進めていくことが必要ではないか。

 この第三者検証の場として、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電
力・ガス基本政策小委員会の下に、「電力広域的運営推進機関検証ワーキンググ
ループ」を新たに設置し、今月目途に検討を開始して、秋頃を目途に中間的な整理を
行うこととしてはどうか。
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